
相談種別 と き ところ（担当課）

法 律 相 談
（予約制）

水・木曜日
　午後1時～4時30分
※ 年6回土 ･日曜日に
実施

市役所市民相談室
（秘書広報課）
☎870･0403

金曜日
　午後5時30分～9時

アクロス（秘書広報課）
☎870･0403

登 記 相 談
（予約制）

第3火曜日
　午後1時～3時

市役所市民相談室
（秘書広報課）
☎870･0403

市 民 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

行 政 相 談 第2･4火曜日
　午後1時30分～3時

不動産に関する相談
（予約制）

第1･3月曜日
　午後1時～4時

市役所市民相談室
（都市政策課）☎870･0483

女 性 の 悩 み
な ん で も 相 談

（予約制）

第1月・金曜日午前10時～
　正午・午後1時～ 3時
第3水曜日午後4時～8時
第3土曜日午後1時～5時

アクロス（人権室）
☎869･6505

生 活 支 援 相 談
就 労 支 援 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

くらしサポート大東
（福祉政策課）☎870･9664

人権なんでも相談 第2･4金曜日　午後1時～3時
市役所人権教育啓発センター
（人権室）☎870･0441

就 職 困 難 者
支援相談（予約制）
※就職のあっせんは
できません

月～金曜日
　午前10時～正午・
　午後1時～6時

ワークサポート大東
（地域就労支援センター）
☎870･5370

中小企業融資相談
労 働 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所東別館2階
（産業経済室）☎870･4013

ビジネスに関する相談
創 業 相 談

（予約制）
市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

大東ビジネス創造センター
（D-Biz）☎870･9061

障害者総合相談 月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

大東市基幹相談支援センター
☎803･8536 FAX 803･8537

精神障害者相談 月～金曜日
　午前9時～午後6時

のぞみ相談支援センター
☎872･7199 FAX 395･1810

身体障害者相談 月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

大東市障害者生活支援センター
☎806･1331 FAX 806･1333

知的障害者相談 月～金曜日
　午前9時～午後6時

あおぞら
☎875･3969 FAX 800･6051

障 害 児 相 談 月～金曜日　午前9時～午後5時30分
大東市障害者生活支援センター
☎803･8536 FAX 803･8537

身 体 ・ 知 的 ・
精神障害者相談

第1土曜日
　午前10時～正午

総合福祉センター
（障害福祉課）
☎870･9630 FAX 873･3838

自 殺 防 止
電 話 相 談

月～金曜日
　午前9時30分～午後5時

こころの健康相談統一ダイヤル
☎0570･064･556

24時間　365日 関西いのちの電話
☎06･6772･1121

救 急 医 療 相 談 24時間　365日 救急安心センターおおさか
♯7119､☎06･6582･7119

消 費 生 活 相 談
市役所開庁日
　午前9時～正午・
　午後0時45分～5時

市役所東別館1階
（消費生活センター）
☎870･0492

相談種別 と き ところ（担当課）
ひとり親家庭相談

（予約制）
市役所開庁日
　午前9時～午後5時 市役所

（子ども政策グループ）
☎870･9655

ひとり親家庭等
就 労 相 談

（予約制）
市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

家 庭 児 童 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

すこやかセンター
（こども家庭室内家庭児童相談室）
☎875･8101

子 育 て 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

ネウボランドだいとう
☎874･2766

保育所開所日（平日）
南郷保育所☎872･7327
北条こども園 ☎876･5237
野崎保育所☎876･5630

センター開所日（月～土曜日）
　午前9時～午後5時

四条子育て支援センター
☎876･7510

センター開所日（月～土曜日）
　午前9時～午後5時
（電話は午後8時まで）

キッズプラザ
☎874･8800
南郷子育て支援センター
☎872･0013

教 育 相 談
水・金曜日
　午前10時～午後2時
（学校の長期休業日を除く）

キッズプラザ2階
教育相談室
☎090･9840･9343

納 税 相 談 市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所（納税債権課）☎870･0421
市役所（保険収納課）☎870･9619

介 護 保 険 に
関 す る 相 談

市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

市役所（介護保険グループ）
☎870･9628

高齢者の介護、
認知症、健康など
生活全般の相談

月～土曜日
　午前9時～午後5時30分
（土曜日は包括センターのみ）

市役所（高齢支援グループ）
☎870･9065
地域包括支援センター
☎800･5374

障害者・高齢者の
住 宅 改 修 相 談

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

市役所（高齢支援グループ）
☎870･9065

60 歳 以 上
な ん で も 相 談
「井戸端会議」

第4月曜日
　午後1時～3時
（祝日の場合は前後いずれ
かの月曜日）

諸福老人福祉センター
☎871･2771

栄養相談（予約制）市役所開庁日
　午前9時～午後5時30分

すこやかセンター
（地域保健課）☎874･9500健康相談（予約制）

ひきこもり相談

【若者 相談支援（15歳～ 39歳）】
月・水・木・金曜日
　午前11時～午後4時
土曜日
　午前10時～午後3時

大東市若者等自立
サポートセンター
☎803･8174

【中高年 相談支援（40歳～ 64歳）】
月～金曜日
　午前9時～午後5時30分

(特非)セーフティネット
ワークおおさか
☎392･5418

総合相談・支援
・人権相談
・総合生活相談
・就労支援相談
（地域就労支援センター）
・進路選択支援相談

月～金曜日
　午前9時～午後5時30分
（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（（特非）ほうじょう）
☎876･2560
（北条地域就労支援センター）
☎877･5050

月～金曜日、第1･3土曜日
　午前9時～午後6時
（月・木曜日は午後８時まで）
※最終受付は30分前まで

野崎人権文化センター
（（特非）大東野崎人権協会）
☎879･8810
（野崎地域就労支援センター）
☎879･1818

各種無料相談 市役所（代表）　☎072・872・2181
年末年始、祝日などで変更になる場合があります。 
※携帯電話から本誌の市外局番のない番号にかけるときは、最初に「072」をつけてください
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更
生
保
護
と
は
、
罪
を
つ
ぐ
な
い
、
再

出
発
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
立
ち
直

り
を
助
け
る
活
動
の
こ
と
で
す
。

再
出
発
の
難
し
さ

　

一
度
罪
を
犯
し
た
人
が
、
社
会
に
戻
っ

て
や
り
直
す
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
以
前
罪
を
犯
し
た
人
だ
か
ら
、

危
険
な
の
で
は
」
と
先
入
観
を
持
た
れ
、

就
労
や
住
居
の
確
保
が
難
し
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
社
会
復
帰
が
う
ま
く
い
か

ず
孤
立
し
、
再
犯
や
再
非
行
に
走
っ
て
し

ま
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

更
生
保
護
を
支
え
る
人
々

　

こ
の
よ
う
な

人
た
ち
の
立
ち

直
り
を
支
え
る

た
め
、
多
く
の

人
が
行
政
と
協

力
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
市
で
保
護

司
と
し
て
活
動
す
る
犬
村
康
信
さ
ん
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

  

「
保
護
司
と
は
、
犯
罪
や
非
行
を
し
た

人
の
立
ち
直
り
を
地
域
で
支
え
る
民
間

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
非
常
勤
の
国
家
公
務

員
）
で
す
。
市
で
は
現
在
35
人
が
活
動
し

て
お
り
、
保
護
観
察
官
と
協
働
し
て
保
護

観
察
に
当
た
る
ほ
か
、
犯
罪
や
非
行
を
し

た
人
が
刑
事
施
設
や
少
年
院
か
ら
地
域

社
会
に
戻
っ
て
き
た
と
き
、
ス
ム
ー
ズ
に

社
会
復
帰
を
果
た
せ
る
よ
う
、
帰
住
環
境

の
調
整
や
引
受
人
と
の
話
し
合
い
な
ど

を
し
ま
す
。
自
分
が
保
護
観
察
を
担
当

し
た
人
が
更
生
し
、
社
会
に
復
帰
し
て
い

く
姿
を
見
る
こ
と
が
、
最
大
の
や
り
が
い

で
す
。

　

再
非
行
に
走
る
こ
と
は
、
新
た
な
犯
罪

が
発
生
す
る
可
能
性
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
社
会
か

ら
排
除
・
孤
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
立

ち
直
り
た
い
」
と
い
う
意
思
を
持
つ
人

を
、
再
び
受
け
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
を
持

つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

し
か
し
、
実
情
は
そ
の
気
持
ち
を
受
け

入
れ
る
地
域
社
会
の
理
解
と
協
力
が
不

十
分
な
た
め
、
啓
発
活
動
に
も
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私

た
ち
の
活
動
が
、
安
全
安
心
な
社
会
を
つ

く
る
こ
と
に
貢
献
で
き
れ
ば
と
思
い
ま

す
」。（
犬
村
さ
ん
）
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『
更
生
保
護
』を

　
　
知
っ
て
い
ま
す
か
？

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

　

保
護
司
は
、
安
全
で
安
心
な
社
会
を
つ

く
る
た
め
に
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。
罪
を
犯
し
た
人
が

立
ち
直
り
、
再
出
発
で
き
る
社
会
に
す
る

た
め
に
は
、
保
護
司
や
行
政
だ
け
で
な

く
、
地
域
で
暮
ら
す
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
理
解
と
協
力
が
必
要
で
す
。
罪
を
犯

し
た
人
に
偏
見
を
持
た
ず
、
公
平
な
観
点

で
接
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
皆

さ
ん
も
一
度
、
自
分
に
で
き
る
「
更
生
保

護
」に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

大東・四條畷地区保護司会会長
犬村 康信さん
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消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

だ
よ
り

シリーズ

相
談
概
要

　「
近
く
で
工
事
を
し
て
い
た
ら
、
お
宅

の
瓦
が
ず
れ
て
い
る
の
が
見
え
た
の
で
、

無
料
で
点
検
し
ま
す
」
と
業
者
が
訪
ね
て

き
た
。
点
検
後
に
業
者
か
ら
、「
こ
の
ま

ま
だ
と
雨
漏
り
が
す
る
」「
瓦
が
飛
ん
で

近
所
に
迷
惑
が
か
か
る
」
な
ど
と
言
わ
れ

た
。
迷
っ
て
い
る
と
「
保
険
金
を
使
っ
て

修
理
が
で
き
る
」
と
促
さ
れ
、
約
３０
万
円

の
契
約
を
し
て
し
ま
っ
た
。

ア
ド
バ
イ
ス

　
無
料
や
安
価
で
点
検
を
持
ち
掛
け
、
不

安
を
あ
お
っ
て
契
約
を
せ
か
す
と
い
う

「
点
検
商
法
」
の
ト
ラ
ブ
ル
が
後
を
絶
ち

ま
せ
ん
。
特
に
高
齢
者
が
ね
ら
わ
れ
や
す

い
た
め
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に
次
の
点
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

① 

突
然
訪
問
し
て
き
た
業
者
に
安
易
に
点

検
さ
せ
な
い
。

② 

す
ぐ
に
契
約
せ
ず
、
複
数
の
見
積
も
り

を
取
り
十
分
に
検
討
す
る
。

③ 

保
険
金
を
利
用
で
き
る
か
は
損
害
保
険

会
社
な
ど
に
確
認
す
る
。

④ 

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
や
契
約
の
取
り
消

し
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
不
安
に
思
っ
た
と
き
や
分
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
れ
ば
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
870
・
０
4
9
2

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

不
安
を
あ
お
り
契
約
さ
せ
る

屋
根
工
事
の
点
検
商
法
に
注
意

啓発活動「社会を明るくする運動」

「
人
権
の
ひ
ろ
ば
」に
対
す
る
ご
意
見
、ご
感
想
は
秘
書
広
報

課
ま
た
は
、人
権
室
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
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